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要配慮者利用施設の避難確保計画作成の促進（高知市）

避難確保計画・訓練実施結果報告書の提出～確認の流れ

高知市作成

① 避難確保計画の見直し・
訓練実施結果報告書の提出

② 所管課確認・各課意見の提出
③ 防災政策課意見（個表）作成
④ 助言・勧告（加筆・修正指示）
⑤ 再提出
⑥ 再提出（最終確認）

施設所管課 防災政策課

① ②

要配慮者
利用施設

③④

⑤ ⑥

ハザード 対象施設数 計画提出済 提出率

洪水 800施設 786施設 98％

土砂 174施設 174施設 100％

津波 637施設 470施設 74％

①洪水・土砂の訓練実施結果報告書の提出を依頼
→本市HPに提出様式・訓練実施に関するQ＆A・訓練実施手法の
例示等を掲載

令和５年度の取組

②津波の避難確保計画の提出を依頼
→対象施設に対し説明会を計４回実施
希望施設には個別相談に応じ，訓練への立会・講習を実施

【③ 個表作成例】
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ワンコイン浸水センサの設置（高知市）

高知市作成

凡例
■：浸水把握必要エリア

国土交通省が公募したワンコイン浸水センサの設置について，Ｒ6.2に
申込。令和６年度以降，４箇所に２つずつ，計８つのセンサを設置予定

設置予定箇所

【センサ設置イメージ】

②①
③

④

① ② ③ ④
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水防協力団体の指定（高知市）

高知市作成

NPO，自治会等の水防協力団体への指定について，「高知市水防協力団体指定要領」及び
「高知市における水防協力団体との水防協力活動実施要領」を制定

・令和５年度末に２団体（(株)技研製作所，（一社）四国クリエイト）を水防協力団体として指定予定

① 災害時における水防活動への協力 ④広報活動の実施
② 水防演習への参加 ⑤水防知識の講習
③ 水防活動に必要な資機材の提供 ⑥各種行事の開催

水防協力団体指定により可能となる取組

水防協力団体の指定
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南国市における流域治水対策
～みんなで守る みんなで生きる 南国市の流域治水への取組～

■ソフト対策

②マイタイムラインの作成
③防災学習/避難訓練の実施
④適切な避難情報の伝達（南国市防災メール（登録制）、

公式LINEの配信）
⑤洪水避難ビルの指定促進
⑥要配慮者利用施設の避難確保計画の策定支援
⑦家屋倒壊等はん濫想定区域内に立地する要配慮者利用
施設

の避難の在り方（避難基準・避難方法）検討
⑧南国市水防協力団体の指定

高知県

徳島県

香川県

愛媛県

位置図

物部川

⑤洪水避難ビル指定促進

⑦家屋倒壊等はん濫想定区域内の
避難の在り方検討

②マイタイムラインの作成

③防災学習会/避難訓練の実施

⑥避難確保計画の作成支援

①洪水ハザードマップの全戸配布 ⑥各施設の作成
を支援

窓口で随時配布

②作成講習
１回開催

③洪水に特化し
た防災学習を１
回開催

Ｒ5年度に実施した取り組み（Ｒ6.3月時点）

④適切な避難情報の伝達
（南国市防災メール（登録制）、

公式LINEの配信）

⑧南国市水防協力団体の指定

①知る機会を増やす

②自分事と捉えること
を促す

③行動を誘発する

南国市作成
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南国市防災メール（登録制）、公式LINEの
配信

④適切な避難情報の伝達

●適切な避難情報を、適切なタイミング
で伝達することにより、逃げ遅れ等を防
ぐ。

事前の準備等を促す。
●エリアメール（緊急速報メール）より、
詳細な情報提供が可能となる。

南国市作成
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氾濫を減らす
①防潮堤の建設
香南市海岸堤防の国直轄化に向けた要望活動を継続

②物部川関係組織との意見交換
物部川濁水対策検討会、物部川漁業協同組合、物部
川21世紀森と水の会等との意見交換

備えて住む
③物部川右岸河川敷管理用道路の活用
本年度、観光への活用を検討するためサイクリング
イベントを検討中

④物部川河川敷（ふれあい広場）の活用
グランドゴルフ・野球・サッカー・凧あげ等

⑤物部川の現状と課題を周知
物部川流域ふるさと交流推進協議会（香南・南国・
香美）として、関係団体の活動支援等により流域住
民に広く周知。令和６年度は３市の児童を対象にし
た「親子環境バスツアー」を企画。物部川の現状と
課題を周知

安全に逃げる
⑥香南市洪水・土砂災害ハザードマップ
令和３年度に作成、全戸配布した「香南市 洪水・
土砂災害ハザードマップ」を防災学習や避難訓練に
活用し安全に逃げる意識を向上

令和５年度 香南市物部川流域治水の検討事項

香南市が令和５年度において取組んだ
流域治水３方策

香南市作成
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香南市作成

7

令和５年度 香南市物部川流域治水の検討事項

安全に逃げる
⑦令和５年６月と７月の香南市広報誌「こうなん
ＮＯＷ」において「避難情報」や「避難所」に
関する情報を掲載し啓発

香南市作成
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香美市の取組事例

自分事化に向けた主な取組（香美市）

○ 水災害を自分事化し、流域治水に取り組む主体を増やすための香美市での取組。

香美市作成

自主防災組織連絡協議会の開催
（総会：１回、地区会：３地区）

②自分事と捉えることを促す

教育活動

①知る機会を増やす ③行動を誘発する

地区会（物部川流域） の様子
（R5.11.18）

小中学校への防災教育の開催

防災教育（舟入小学校） の様子（R４.10.1）

繁藤慰霊祭

伝承

繁藤慰霊祭の様子
（R5.7.5）

広報活動

広報誌による啓発活動

広報香美2023年6月号「防災特
集」

水災害対策の支援

自主防災組織の資機材整備への補助

防災士資格取得費用の補助

訓練活動への支援

自主防災組織が実施する訓練への補助・支援

避難訓練の様子（R5.11.5）

計画策定

要配慮者施設等による避難確保計画に基づく
避難訓練の実施
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香美市の取組事例

『山から海へ：命の水』についての勉強会（香美市）

○物部川流域３市において、山から海まで一体的な整備の必要性が重要となっており、問題点や課題など
共通認識を持つための勉強会を、国土交通省高知河川国道事務所、高知県中央林業事務所、高知県山林
協会、香美市職員が参加して開催。流域治水、治山・林道、香美市の取組と森林環境譲与税の活用につ
いて、情報共有を行いました。

香美市作成

流域全体を俯瞰した総合的かつ多層的な対策
（具体的取組）
①森林整備・治山対策による森林の浸透・保水機能の発揮
②きめ細かな治山ダムの配置や山腹崩壊対策などによる土砂流出の抑制
③治山事業等と砂防事業が連携して一体的に実施することで、流域全体の流木被害を防止・軽減

【治山事業の主な工法】

流域治水推進行動計画（令和３年７月）の治山関係
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香美市の取組事例 香美市作成
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香美市の取組事例 香美市作成

Q 森林所有者から森林をとりあげるのですか？

A

いいえ。
森林所有者が自ら経営や管理を行う場合は、これまでどおり森林所有者
の方々の経営や管理が継続されるよう支援します。

森林経営管理制度では、森林所有者が自ら経営や管理を行うことが難し
く、市町村に森林を預けたいとの意向を示した場合に、所有権は森林所
有者が持ちながら、市町村が森林の経営や管理を引き受けることができ
ます。

なお、市は意向調査の結果や様々な状況を踏まえた上で委託をお受けす
るか判断するため、ご希望に添えない場合もあります。

【市林務担当窓口】香美市農林課林政班
住所：香美市土佐山田町宝町１丁目２番１号
電話：0887-52-9283

森林経営管理制度・かみんぐ Future つなぐ森事業に関するＱ＆Ａ

Q 市に経営管理を委ねる場合の注意点は？

A

市が経営管理を行う森林では、
渓畔林や広葉樹林等を目標とした森林整備を行うため、将来的に林

業経営が行えない森林となる可能性が高いこと
森林所有者は、市が経営管理を行っている間、自由に森林を利用で

きないこと
等、自ら森林整備を行う場合と比較すると一定の制約があります。
なお、市では、既に針広混交林や広葉樹林である場合や、斜面傾度40度
以上の急傾斜地等施業困難地については、原則、間伐等の森林整備は行
わず、自然に推移させることとしています。

Q 森林所有者の費用負担はありますか？

A
意向調査から森林の境界確認までの手続きには、森林環境譲与税を活用
するため、森林所有者の負担金は発生しません。

また、森林の経営管理を市へ委ねられた森林において協定を締結した場
合、施業（間伐等）の実施には森林環境譲与税を活用するため、基本的
には森林所有者の負担金は想定していません。

ただし、協定締結した森林にかかる固定資産税等は森林所有者の負担と
なります。
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物部川清流保全推進協議会
高知県林業振興・環境部作成

高知県では、高知県清流保全条例の規定による清流保全基本方針（H18.３月改正）に基づき、物部川
清流保全計画を策定（H20.７月）
計画を流域の関係団体や行政が連携し進めていくため、物部川清流保全推進協議会を設立（H21.４月）
総会や幹事会、ワーキングなどで豊かで濁りのない物部川を取り戻すための対策を協議しているほか、
水環境勉強会を開催し（R４ ５年度）、現状把握や関係者間の共通理解を促進
関係者が連携し、物部川流域の皆様と協力して、様々な活動を実施

山

川

濁水対策

人

○森林整備（間伐、造林など）
○治山事業
○水辺林の保全
○シカの食害対策（春・秋）
○有害シカの捕獲

○アユ産卵場の造成
○環境に配慮した工事の検討
○水質の定期的な調査

○ダム放流の工夫や濁水分画
フェンスの設置
○代かき濁水の低減
○生活排水処理施設の整備
○浅水代かき実践会（春）

○子どもたちの環境学習の実施
○川遊び体験の実施（夏）
○物部川フォーラムなどを通じ
た理解促進・気運醸成

↑ 防鹿柵の拡張設置 ↑ 浅水代かき実践会

↑ アユ産卵場の見学 間伐体験・川遊び体験 →
12



事業の概要

高知県河川課の取組
～国分川水系流域治水プロジェクトの公表～

○県管理河川の２級河川国分川の流域治水プロジェクトを公表。
〇物部川と国分川は氾濫域が重複していることから、両水系の流域治水プロジェクトの連携を図る。

高知県土木部作成
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物部川濁水対策検討会 とりまとめ報告書【概要】

○物部川における濁水長期化の解消や山地から海岸までの総合的な土砂管理に向けた７つの提言（方向性）

■物部川全体の問題
・上中流域は脆弱で崩壊しやすい地質特性
・山林の荒廃（山火事、山腹崩壊、シカ等野生鳥獣による食害等）
・濁水長期化（ダム貯水池への長期間滞留等）
・ダム貯水池の堆砂（計画を超える進行、治水・利水に必要な容量の不足等）
・河川の洗堀や河床低下（護岸の被災、施設の安定性の低下等）
・河川環境の変化（河床材料の粗粒化、河口閉塞、アユ産卵場の減少等）
・海岸の砂浜の後退（供給土砂の減少、海岸侵食による越波被害等）

■問題の抜本的な解決に向けた考え方
○発生源対策をはじめ、濁水の早期排出や総合的な土砂管理に
ついて、永瀬ダムを含めた３つのダムの連携や改良などとあわ
せ、物部川流域の関係者全員で抜本的な対策を早期に検討・実
施すべき。
○今後想定される気候変動が治水・利水・環境・土砂管理などへ
与える影響について留意するとともに、効率的な適応策を早期
に検討していく必要がある。

①発生源対策（山からの急激な土砂流出の抑制）
森林の保全については、「物部川清流保全推進協議会」において現状及び対応状況の
把握、課題解決に向けた取組について協議するとともに、協議内容を関係する会議へ
共有し連携を図っていくことが必要。
間伐等の森林整備や土砂流出を抑制する治山事業に加え、森林環境譲与税を活用したシカ被害対策
や林業の担い手育成対策、森林経営管理制度の着実な運用、耕作放棄の抑制などの取組も必要。

②濁水対策（濁水の早期排出）
これまで実施してきた貯水池内の濁水を早期に排出する貯水池対策の取り組みを引き続
き行っていくとともに、更なる早期排出に向け、永瀬ダム、吉野ダム、杉田ダムの３つの
ダムが連携を強化していくことが必要。

【物部川における総合土砂管理に向けた７つの提言（方向性）】

【
基
本
的
な
考
え
方
】

④総合的な土砂管理の実施（粒径10～50mm程度の土砂の積極的な土砂流送）
小さな粒径を増やし河川環境を回復・改善させるため、また、供給土砂の減少による河床 低下や砂
浜後退等を抑制・改善させるため、ダムから河川及び海岸へ土砂を供給するための対策を実施すべき。
河口閉塞については必要に応じて維持開削を実施するとともに、今後河口部の地形や粒径
分布、海岸における波浪の向きなど、抜本的な対策に向けての調査・検討を行うことが必要。
粒径の大きな土砂は貯水池上流の施設などに留めておき、堰下流の局所的な洗堀抑制
などのために運搬・投入するなどして有効に活用すべき。
発生源対策や、貯水池対策の取り組みを引き続き行っていくとともに、永瀬ダム、吉野ダム、
杉田ダムの３つのダムの連携や改良を抜本的に行うことが必要。
ダムから下流への土砂供給については、段階的に行い下流河川の応答を確認しつつ
検討を行っていくことが必要。

⑤治水・利水への対応（気候変動も考慮した効率的な適応策
検討）

治水・利水ともに計画されている容量を現時点では確保
出来ていないことから、今後も引き続き河川整備等を
行うとともに気候変動への対応が必要。
永瀬ダム貯水池においては、現時点で治水・利水容量
が堆砂により減少していることから、堆砂除去とあわせ
た対応が必要。
治水・利水に対する気候変動への対応を検討していく
場合には、河川環境や土砂管理とあわせた効率的な
適応策を検討していくことが必要。

⑥物部川流域管理（源流から海までの流域関係者による
治水・利水・環境等への連携）

治水・利水・環境及び土砂管理への対応を抜本的に
取り組んでいくためには、各管理者との連携が重要。
新たな概念として流域関係者全員が一体となり治水や
利水、環境などを総合的に確認する「物部川流域管理」
を進めていく。

③永瀬ダム等における堆砂対策（ダムへの土砂流入抑制、堆積土砂の撤去）
計画どおりの洪水調整や水量の安定供給等に必要な貯水池容量を確保するため、永瀬
ダム貯水池内の堆積土砂の掘削・撤去とあわせ、ダム上流の河道掘削などによる流入
土砂の抑制など、抜本的な堆砂対策を行っていくことが必要。
吉野ダム、杉田ダム貯水池の堆砂状況を把握し、必要に応じ３つのダムが連携した堆砂対
策も検討していくことが必要。

⑦他の協議会との連携
技術的な検討を実施する専門家会議や様々な関係者
による協議会等の新たな体制のもと、「物部川水系流域
治水協議会」や「物部川清流保全推進協議会」とも緊密
に連携や情報共有を行い、具体的な内容について
フォローアップしながら、必要に応じて柔軟に見直しを
行っていくことが必要。

高知県土木部作成
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令和３年の水防法改正に伴い、人家等防護対象のある河川について、想定最大規模降雨にお
ける洪水浸水想定区域を指定、公表

事業の概要

実施と達成

・物部川永瀬ダム下流の洪水浸水想定区域を令和３年２月９日公表。令和５年3月29日指定。

想定最大規模降雨における洪水浸水想定区域の指定 高知県

・令和７年度までに人家等防護対象のある全河川の洪水浸水想定区域を指定、公表予定
今後の予定

高知県土木部作成
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砂防関係施設の整備（物部川流域） 高知県
○令和５年度の砂防関係事業
砂防事業２箇所で事業実施中。
砂防堰堤の新設等により、土砂や流木の流出を防止・抑制する。

【凡例】
：砂防事業

吉野谷川(２)(砂防)

吉野谷川(１)(砂防)

高知県防災砂防課作成
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物部町 土砂災害学習会（香美市）
令和５年６月11日

○ 学校や地域の防災学習会に講師を派遣する「県政出前講座」、体験型の防災教育イベント
「こども防災キャンプ」などにより、教育機関や地域における防災意識の普及・拡散を図る。

防災教育・防災講習会等による意識啓発（物部川流域） 高知県

香長小学校 土砂災害学習会（香美市）
令和５年10月28日

高知県防災砂防課作成
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線状降 帯の予測精度向上を前倒しで推進し、予測精度向上を踏まえた情報の提供を早期に実現するため、 蒸気観
測等の強化、気象庁スーパーコンピュータの強化や「富岳」を活用した予測技術の開発等を早急に進める。

• 陸上観測の強化
• 気象衛星観測の強化
• 局地的大雨の監視の強化
• 洋上観測の強化 気象レーダー

海洋気象観測船ラジオゾンデ
（水素ガス浮揚）

高層気象観測装置マイクロ波放射計 アメダス(湿度計追加)

観測の強化

1 線状降 帯の予測精度向上等に向けた取組 これまでの取組と今後のスケジュール

予測の強化

次期ひまわり
（令和10年度めどに打上げ）

出水期前実施に向け準備を進めています

次世代スーパーコンピュータの整備や数値予報モデルの 度化等

スーパーコンピュータ「富岳」を
活用した開発気象庁スーパーコンピュータシステム

©RIKEN

数値予報モデルの改良（半 前からの予測の改善）

水蒸気量等の観測データ

メソモデルの予測 局地モデルの予測 観測された 量

「明るいうちから早めの避難」 ･･･ 段階的に対象地域を狭めていく

令和11(2029)年 
市町村単位で危険度の把握が可能な危
険度分布形式の情報を半日前から提供

令和４(2022)年 

広域で半日前から予測

高知県では、△日未明から明け方
にかけて線状降水帯が発生し、大
雨となるおそれがあります。イメージ

先端のAI技術の気象観測・予測への活用に向けた共同研究

令和６(2024)年5月27日

県単位で半日前から予測

情報の改善
線状降水帯による大雨の可能性をお伝え
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高知地方気象台作成



2 線状降 帯の予測精度向上等に向けた取組 県単位で半日前からの呼びかけ

19

これまで 令和6年5月27日から

大雨に関する四国地方気象情報 第〇号
○年○月○日○○時○○分 高松地方気象台発表
＜ 出し＞
四国地方では、 ○ 午前中から夜にかけて、線状降 帯が発 
して  災害発 の危険度が急激に まる可能性があります。
＜本文＞
…（中略）…

大雨に関する高知県気象情報 第〇号
○年○月○日○○時○○分 高知地方気象台発表
＜ 出し＞
四国地方では、 ○ 午前中から夜にかけて、線状降 帯が発 して 
 災害発 の危険度が急激に まる可能性があります。
＜本文＞
…（中略）…

大雨に関する四国地方気象情報 第〇号
○年○月○日○○時○○分 高松地方気象台発表
＜ 出し＞
高知県、徳島県では、 ○ 午前中から夜にかけて、線状降 帯
が発 して  災害発 の危険度が急激に まる可能性がありま
す。
＜本文＞…（中略）…

大雨に関する高知県気象情報 第〇号
○年○月○日○○時○○分 高知地方気象台発表
＜ 出し＞
高知県では、 ○ 午前中から夜にかけて、線状降 帯が発 して  
災害発 の危険度が急激に まる可能性があります。
＜本文＞
…（中略）…

対
象
地
域
を

絞
り
込
ん
で
発
表四国地方 高知県

四国地方気象情報

高知県気象情報

高知県気象情報では、高知県のみ記述。
愛媛県、香川県、徳島県について記述しない。

※呼びかけ対象地域のイメージ ※呼びかけ対象地域のイメージ

徳島県

高知地方気象台作成



3 今年度の地域防災 援業務の推進状況について（高知県での取組）

・市町村との「顔の見える関係」深化
・気象防災ワークショップの開催
・地域防災計画等への助言
・市町村の過去災害に関する解説資料作成
・市町村の職員研修への講師派遣

気象台では日常的に担当者との緊密な連携を図り防災対応をサポートします。
「あなたの町の予報官」による地域防災支援業務

平時

・防災支援メール等による注意喚起
・台風説明会等による注意警戒の呼びかけ
・ホットラインによる助言
・気象庁防災対応支援チーム（JETT）派遣

緊急時

・一連の対応について自治体
等と一緒に「振り返り」を
実施し相互の業務へ還元

災害後

初任の防災担当者や経験の浅い方も参加できる内容で、
防災気象情報の利用や避難情報の発令判断をオンライ
ンでのワークショップ形式で疑似体験していただき、
実践的な防災力向上をサポートします。

台風説明会開催やJETT派遣状況
・令和5年台風第6号接近時には、説明
会の開催、県危機管理連絡員会議で
解説を実施。市町村へホットライン
を実施
・線状降水帯発生時や土砂災害警戒情
報発表時等には担当者ホットライン、
首長ホットラインを実施
・令和６年４月の豊後水道での地震で
は、宿毛市にJETT派遣し解説を実施

令和5年度実績
・21市町村が参加

一連の対応を一緒に振り返り、平時/緊急時の業務へ還元

・振り返り（対面/オンライン）
＜令和5年6月大雨＞
土佐清水市、四万十市、安芸市、
大月町、香南市の各市町と実施
＜令和5年8月台風第6号＞
大川村、土佐町、いの町、越知町、
仁淀川町の各町村と実施

・オンラインアンケート
各市町村へ令和5年出水期の状況【県危機管理連絡員会議へ派遣】

気象防災ワークショップの推進

「振り返り」の業務改善への活用
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ホットライン等の実施、JETT派遣

ワークショップコース
・中小河川洪水編（4~5月）
・土砂災害編

高知地方気象台作成


